
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜山田君の４月の労働時間＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
時間外労働の算定は、次のようになります。 

（１） 各日ごとに計算する時間 

各日について、所定労働時間が8時間以内に定められている日にあっては、当該時間を超え1日8時間をさら

に超えるに至った部分の時間（図のAで合計18時間）。毎日のBの時間（15分）は、法定内の時間外労働。 

（２） 各週ごとに計算する時間 

各週については、週所定労働時間が40時間以内に定められている週にあっては、（１）による時間外労働を除

きその週所定労働時間を超え、さらに週40時間を超えるに至った部分の時間。 

13（土）の法定外休日の労働の7時間45分のうち15分は、法定内の時間外労働で、7時間30分は法定

外の時間外労働。なお、14(日)は、法定休日の労働。 

（３） 所定時間外で法定時間内の時間 

各日について、所定労働時間が8時間以内に定められている日であっては、当該時間を超え1日8時間以内の

部分の時間で、かつ（１）による時間を除きその週所定労働時間を超え、週40時間以内の部分の時間で、図B

の合計4時間30分と13(土)の7時間45分のうちの15分の合わせた4時間45分。 

（４） 山田君の4月の時間外労働時間 

・時間外労働（25％割増）：Aの18時間と13（土）の法定外休日労働のうちの7時間30分の合計25時

間30分 

・所定外法定内時間外労働（割増なし）：Bの４時間30分と13（土）の法定外休日労働のうちの15分の合

計4時間45分 

・法定休日労働（35％割増）：7時間45分  
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時間外労働の算定 

 

第３週 週所定労働時間38時間45分 
週の実労働時間54時間45分 
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第５週 所定労働時間23時
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実労働時間27時間00分 
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 第４週 週所定労働時間31時間00分 
     週の実労働時間34時間45分 
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第２週 週所定労働時間38時間45分 
週の実労働時間51時間45分 
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第1週 週所定労働時間38時間45分 
週の実労働時間40時間30分 
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当社は、就業規則で始業・終業時刻や休日等を次のように定めています。従業員の山田君の４月の労働時間は下図

のようになりました。この場合の時間外労働となる時間を教えてください。 

① 始業・終業時刻：始業9時、終業17時45分 

② 休憩時間：12時～13時（1日の所定労働時間は7時間45分） 

③ 休日：日曜（法定休日）、土曜（法定外休日）、国民の祝日、年末年始（12月29～1月3日） 

④ 時間外労働の割増率25％、法定休日労働の割増率35％ 

 

 

キリン社会保険労務士事務所  特定社会保険労務士 入来院 重宏 
〒184－0004  東京都小金井市本町1－8－14サンリープ小金井305  ＴＥＬ042－316－6420 


